
規
　
　
則

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

一

告
　
　
示

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

二

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
寿
社
会
対
策
課
）

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

○
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
る
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

四

公
　
　
告

○
公
共
測
量
の
実
施
の
通
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
木
監
理
課
）

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

（
第
九
一
四
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 55 号

平成 16 年

7 月13日（火曜日）

一

香
川
県
規
則
第
七
十
号

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則

（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
十
一
の
項
イ
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項

第
十
二
号
ハ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ハ
」

に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ニ
」

を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ニ
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
六
、
三
、
二
九
　
　
株
式
会
社
ナ
ガ
セ
　
　
株
式
会
社
ナ
ガ
セ
　
　
福
祉
用
具
貸
与

小
豆
郡
池
田
町
池
田
　
小
豆
郡
池
田
町
池
田

二
一
二
五
番
地
　
　
　
二
一
二
五
番
地

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

規

則

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

（
第
九
一
四
九
号
）

二

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
六
、
六
、
一
　
　
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
訪
問
介
護

東
か
が
わ
ケ
ア
セ
ン
　
東
京
都
港
区
六
本
木
　

タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
六
丁
目
一
〇
番
一
号

東
か
が
わ
市
松
原
六
　
六
本
木
ヒ
ル
ズ
森
タ

七
八
―
一
　
　
　
　
　
ワ
ー

平
成
一
六
、
六
、
一
　
　
　
天
宝
苑
ヘ
ル
パ
ー
ス
　
医
療
法
人
仁
寿
会
　
　
訪
問
介
護

テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
丸
亀
市
宗
古
町
五
番

丸
亀
市
宗
古
町
一
六
　
地

番
地

平
成
一
六
、
六
、
一
　
　
　
天
宝
苑
デ
イ
サ
ー
ビ
　
医
療
法
人
仁
寿
会
　
　
通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
丸
亀
市
宗
古
町
五
番

丸
亀
市
宗
古
町
一
六
　
地

番
地

平
成
一
六
、
三
、
三
〇
　
　
株
式
会
社
ナ
ガ
セ
　
　
株
式
会
社
ナ
ガ
セ
　
　
福
祉
用
具
貸
与

小
豆
郡
池
田
町
池
田
　
小
豆
郡
池
田
町
池
田

二
二
八
番
地
三
六
　
　
二
一
二
五
番
地

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　

名
　
　
称
　

開
　
設
　
者
　
　
　

所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
六
、
五
、
八
　
　
　
豊
永
歯
科
医
院
　
豊
永
　
英
達
　
　
観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
〇
一
三

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
、
代
表

介
護
保
険
　
　
事
業
者
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ー
ビ
ス

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
　
指
定
年
月
日

事
業
所
番
号
　
　
及

び

所

在

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
種
類

事
務
所
の
所
在
地

三
七
七
〇
一
　
ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
　
株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館
　
　
平
成
十
六
年
　
福
祉
用
具

〇
三
二
〇
二
　
屋
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
寺
田
明
彦
　
七
月
一
日
　
　
貸
与

高
松
市
屋
島
西
町
一
九
三
　
東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

二
番
地
九
薮
内
建
設
ビ
ル
　
河
台
二
丁
目
九
番
地

三
七
七
〇
一
　
有
限
会
社
福
家
電
気
商
会
　
有
限
会
社
福
家
電
気
商
会
　
〃
　
　
　
　
　
〃

〇
三
二
一
〇
　
高
松
市
西
山
崎
町
六
六
六
　
代
表
取
締
役
　
福
家
忠

番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
西
山
崎
町
六
六
六

番
地

三
七
七
〇
一
　
介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
　
有
限
会
社
ク
ロ
ー
バ
企
画
　
〃
　
　
　
　
　
特
定
施
設

〇
三
二
二
八
　
ナ
ー
シ
ン
グ
ケ
ア
ホ
ー
ム
　
代
表
取
締
役
　
前
田
雅
彦
　
　
　
　
　
　
　
入
所
者
生

・
ク
ロ
ー
バ
　
　
　
　
　
　
高
松
市
東
ハ
ゼ
町
八
二
四
　
　
　
　
　
　
　
活
介
護

高
松
市
紙
町
四
〇
二
番
一
　
番
地

三
七
七
〇
七
　
介
護
シ
ョ
ッ
プ
あ
す
か
　
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
ィ
ー
　
〃
　
　
　
　
　
福
祉
用
具

〇
〇
一
一
四
　
東
か
が
わ
市
川
東
一
〇
六
　
・
エ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貸
与

番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
阪
本
謙
一

高
松
市
桜
町
一
丁
目
三
六

一
番
地
四

三
七
七
〇
七
　
元
気
ク
ラ
ブ
　
　
　
　
　
　
有
限
会
社
タ
イ
ム
リ
ー
　
　
〃
　
　
　
　
　
訪
問
介
護

〇
〇
一
二
二
　
東
か
が
わ
市
白
鳥
四
五
四
　
代
表
取
締
役
　
三
木
均
宏

番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
白
鳥
四
五
四

番
地
五

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

（
第
九
一
四
九
号
）

三

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　

在
　

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
有
限
責
任
中
間
法
人
　
有
限
責
任
中
間
法
人
　
平
成
十
六
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
〇
二
一
　
香
川
県
福
祉
サ
ー
ビ
　
香
川
県
福
祉
サ
ー
ビ
　
七
月
一
日
　
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
・
　
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
・

ち
ょ
こ
っ
と
　
　
　
　
ち
ょ
こ
っ
と

さ
ぬ
き
市
志
度
七
四
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字

〇
番
地
六
　
　
　
　
　
原
一
三
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
元
気
ク
ラ
ブ
　
　
　
　
有
限
会
社
タ
イ
ム
リ
　
平
成
十
六
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
〇
三
一
　
東
か
が
わ
市
白
鳥
四
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
一
日
　
　
介
護

一
三
　
　
　
　
　
五
四
番
地
五
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
白
鳥
四

五
四
番
地
五

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　

在
　

地

三
七
〇
〇
〇
二
　
有
限
責
任
中
間
法
人
　
有
限
責
任
中
間
法
人
　
平
成
十
六
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
〇
二
一
　
香
川
県
福
祉
サ
ー
ビ
　
香
川
県
福
祉
サ
ー
ビ
　
七
月
一
日
　
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
・
　
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
・

ち
ょ
こ
っ
と
　
　
　
　
ち
ょ
こ
っ
と

さ
ぬ
き
市
志
度
七
四
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字

〇
番
地
六
　
　
　
　
　
原
一
三
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
元
気
ク
ラ
ブ
　
　
　
　
有
限
会
社
タ
イ
ム
リ
　
平
成
十
六
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
〇
三
一
　
東
か
が
わ
市
白
鳥
四
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
一
日
　
　
介
護

一
二
　
　
　
　
　
五
四
番
地
五
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
白
鳥
四

五
四
番
地
五

●
香
川
県
告
示
第
五
百
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　

在
　

地

三
七
〇
〇
〇
三
　
有
限
責
任
中
間
法
人
　
有
限
責
任
中
間
法
人
　
平
成
十
六
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
〇
二
一
　
香
川
県
福
祉
サ
ー
ビ
　
香
川
県
福
祉
サ
ー
ビ
　
七
月
一
日

一
三
　
　
　
　
　
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
・
　
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
・

ち
ょ
こ
っ
と
　
　
　
　
ち
ょ
こ
っ
と

さ
ぬ
き
市
志
度
七
四
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字

〇
番
地
六
　
　
　
　
　
原
一
三
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
三
　
元
気
ク
ラ
ブ
　
　
　
　
有
限
会
社
タ
イ
ム
リ
　
平
成
十
六
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
〇
三
一
　
東
か
が
わ
市
白
鳥
四
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
一
日

一
一
　
　
　
　
　
五
四
番
地
五
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
白
鳥
四

五
四
番
地
五

三
七
〇
〇
〇
三
　
な
か
ま
の
里
児
童
デ
　
社
会
福
祉
法
人
な
か
　
平
成
十
六
年
　
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

〇
〇
〇
二
一
一
　
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
「

ま
の
里
福
祉
会
　
　
　
七
月
一
日
　
　
ス

二
五
　
　
　
　
　
め
だ
か
教
室
」

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

名
二
二
〇
九
番
地
四

三
七
〇
〇
〇
三
　
あ
じ
の
里
児
童
デ
イ
　
社
会
福
祉
法
人
洋
々
　
平
成
十
六
年
　
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

一
〇
〇
五
九
一
　
サ
ー
ビ
ス
「
元
気
く
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
一
日
　
　
ス

二
三
　
　
　
　
　
ん
」

木
田
郡
庵
治
町
四
一

木
田
郡
庵
治
町
五
七
　
五
一
番
地
七

三
二
番
地

●
香
川
県
告
示
第
五
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年
八

月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日



平
成
十
六
年
七
月
十
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

（
第
九
一
四
九
号
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
大
内
白
鳥
イ
ン
タ
ー
線
（
四
十
一
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

三
二
・
〇

東
か
が
わ
市
川
東
一
二
五
五
番
五
地
先

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
四
九

か
ら

四
一
・
〇

二
五
・
〇

東
か
が
わ
市
川
東
一
二
九
〇
番
五
地
先

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
四
九

ま
で

四
一
・
〇

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た

の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
認
定
番
号
　
　
　
　
第
一
号

二
　
認
定
年
月
日
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
五
日

三
　
認
定
し
た
区
域
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
仲
代
一
四
五
―
一
及
び
一
四
七

関
係
の
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
坂
出
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
作
業
種
類
　
　
公
共
測
量
（
総
合
計
画
）
固
定
資
産
評
価
現
況
調
査

二
　
作
業
期
間
　
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
　
坂
出
市
全
域

公

告

道
路
区
域
の

見
直
し
に
よ

る
不
用
物
件

化


